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1
�
は
じ
め
に

平
成
27
年
度
税
制
改
正
で

は
、「
国
境
を
越
え
た
役
務
の

提
供
等
に
係
る
消
費
税
の
課
税

の
見
直
し
」
が
行
わ
れ
た
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
内
外

判
定
基
準
、
課
税
方
式
及
び
納

税
義
務
者
の
見
直
し
に
つ
い
て

触
れ
、
電
気
通
信
利
用
役
務
の

提
供
の
う
ち
、
国
外
事
業
者
が

行
う
消
費
者
向
け
電
気
通
信
利

用
役
務
の
提
供
を
中
心
に
述
べ

る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
平
成

28
年
度
税
制
改
正
に
お
け
る
内

外
判
定
基
準
の
更
な
る
見
直
し

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。

2
�
改
正
の
概
要

⑴
内
外
判
定
基
準
の
見
直
し

平
成
27
年
度
税
制
改
正
前
に

お
い
て
は
、
国
境
を
越
え
た
役

務
の
提
供
で
一
定
の
も
の
に
つ

い
て
、
当
該
役
務
の
提
供
者
が

「
国
外
事
業
者
」
で
あ
る
か
又

は
「
国
内
事
業
者
」
で
あ
る
か

に
よ
っ
て
、
国
内
消
費
者
が
負

担
す
る
消
費
税
（
地
方
消
費
税

を
含
む
。
以
下
同
じ
。）
に
違

い
が
生
じ
、
国
外
事
業
者
と
国

内
事
業
者
と
の
間
の
競
争
条
件

に
歪
み
が
生
じ
て
い
た
。

そ
こ
で
、
平
成
27
年
度
税
制

改
正
で
は
、
改
正
前
の
「
情
報

の
提
供
又
は
設
計
」
及
び
「
役

務
の
提
供
が
行
わ
れ
た
場
所
が

明
ら
か
で
な
い
も
の
」
に
係
る

役
務
提
供
の
内
外
判
定
基
準

（
旧
消
法
4
①
・
③
二
、
旧
消

令
6
②
五
・
七
）
を
見
直
し
、

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
や
欧
州
の
対
応
状
況

等
を
参
考
に
、
新
た
に
「
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
を
定

義
し
た
上
で
、
こ
の
定
義
に
該

当
す
る
役
務
の
提
供
に
係
る
内

外
判
定
基
準
を
、「
電
気
通
信

利
用
役
務
の
提
供
を
受
け
る
者

の
住
所
又
は
本
店
等
の
所
在
地

（
以
下「
住
所
等
」と
い
う
。）」と

し
た
（
消
法
2
①
八
の
三
・
4

③
三
、
消
基
通
5
―
7
―
15
の

2
）。更に

、
平
成
28
年
度
税
制
改

正
で
は
、
電
気
通
信
利
用
役
務

の
提
供
の
う
ち
、
そ
の
性
質
・

取
引
条
件
等
か
ら
当
該
役
務
の

提
供
を
受
け
る
者
が
通
常
事
業

者
に
限
ら
れ
る
も
の
（
以
下

「
事
業
者
向
け
電
気
通
信
利
用

役
務
の
提
供
」
と
い
う
。）
の

内
外
判
定
基
準
を
、
次
表
の
と

お
り
見
直
し
た
（
新
消
法
4
④

但
書
き
、
改
正
法
附
則
33
）。

以
上
の
見
直
し
に
よ
り
、
電

気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
の
う

ち
、
国
内
に
向
け
て
行
わ
れ
る

一
定
の
電
気
通
信
利
用
役
務
の

提
供
（
以
下
「
国
内
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
と
い

う
。）
は
、
当
該
役
務
の
提
供

者
が「
国
外
事
業
者
」で
あ
っ
て

も
、
原
則
と
し
て
、
国
内
取
引

に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑵
課
税
方
式
・
納
税
義
務
者
の

見
直
し

内
外
判
定
基
準
の
見
直
し

は
、
国
内
向
け
電
気
通
信
利
用

役
務
の
提
供
を
行
う
国
外
事
業

者
に
対
し
、
当
該
役
務
の
提
供

に
係
る
わ
が
国
の
消
費
税
の
申

告
納
税
義
務
を
課
す
こ
と
と
な

る
。し

か
し
、
国
内
向
け
電
気
通

信
利
用
役
務
の
提
供
に
係
る
取

引
の
う
ち
、
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
取
引

（
事
業
者
間
取
引
）
に
つ
い
て

は
、
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
取
引
（
事
業
者

対
消
費
者
間
取
引
）
と
比
べ
、

一
般
的
に
多
様
な
取
引
が
行
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
国
内

向
け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提

供
を
行
う
国
外
事
業
者
に
対

し
、
全
て
の
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｂ
取
引
及

び
Ｂ
ｔ
ｏ
Ｃ
取
引
に
つ
い
て
、

わ
が
国
の
消
費
税
の
申
告
納
税

義
務
を
課
す
こ
と
は
、
国
内
に

何
ら
の
拠
点
も
有
し
な
い
納
税

義
務
者
の
数
が
膨
大
と
な
り
、

税
務
当
局
間
の
情
報
交
換
・
徴

収
共
助
と
い
っ
た
国
際
連
携
に

取
り
組
ん
だ
と
し
て
も
、
適
正

な
申
告
納
税
を
確
保
す
る
こ
と

に
は
、
自
ず
と
限
界
が
生
じ
て

し
ま
う
。

そ
こ
で
、
平
成
27
年
度
税
制

改
正
で
は
、
平
成
27
年
10
月
1

日
以
後
に
行
わ
れ
る
電
気
通
信

利
用
役
務
の
提
供
に
係
る
取
引

を
、「
事
業
者
向
け
電
気
通
信

利
用
役
務
の
提
供
」
と
「
そ
れ

以
外
（
以
下
「
消
費
者
向
け
電

気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」
と

い
う
。）」
と
の
取
引
に
区
分
し

た
上
で
、
事
業
者
向
け
電
気
通

信
利
用
役
務
の
提
供
に
つ
い
て

は
、「
リ
バ
ー
ス
チ
ャ
ー
ジ
方

式
」
の
導
入
に
よ
り
、
国
外
事

業
者
の
消
費
税
の
申
告
納
税
義

務
を
当
該
役
務
の
提
供
を
受
け

た
国
内
事
業
者
に
転
嫁
さ
せ
、

消
費
者
向
け
電
気
通
信
利
用
役

務
の
提
供
に
つ
い
て
は
、「
国

外
事
業
者
申
告
納
税
方
式
」
に

よ
り
当
該
役
務
の
提
供
を
行
っ

た
国
外
事
業
者
に
消
費
税
の
申

告
納
税
義
務
を
課
す
こ
と
と
し

た
。な

お
、
平
成
28
年
度
税
制
改

正
に
よ
り
、
平
成
29
年
1
月
1

日
以
後
に
行
わ
れ
る
事
業
者
向

け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供

に
係
る
消
費
税
の
申
告
納
税
義

務
は
、
当
該
役
務
の
提
供
を
受

け
た
国
外
事
業
者
で
、
国
内
に

恒
久
的
施
設
を
有
す
る
一
定
の

者
に
対
し
て
も
課
せ
ら
れ
る
。

3
�
国
外
事
業
者
が
消
費
者
向
け
電
気
通
信
利
用

役
務
の
提
供
を
し
た
場
合
に
お
け
る
申
告
納
税

義
務

前
述
の
と
お
り
、
消
費
者
向

け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供

を
行
う
国
外
事
業
者
は
、
原
則

と
し
て
、
当
該
役
務
の
提
供
に

係
る
わ
が
国
の
消
費
税
の
申
告

納
税
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
当
該
役
務
の
提
供
を
行
う

国
外
事
業
者
が
国
内
に
何
ら
の

拠
点
も
有
し
な
い
者
（
以
下

「
無
拠
点
国
外
事
業
者
」
と
い

う
。）
で
あ
る
場
合
に
は
、
平

成
27
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
創

設
さ
れ
た
登
録
国
外
事
業
者
で

あ
っ
て
も
、
納
税
管
理
人
の
選

任
が
必
要
と
な
る
（
通
法
1
1

7
①
、
消
法
4
・
5
、
改
正
法

附
則
39
）。

た
だ
し
、
登
録
国
外
事
業
者

を
除
く
国
外
事
業
者
の
う
ち
、

基
準
期
間
又
は
特
定
期
間
（
以

下
「
基
準
期
間
等
」
と
い
う
。）

に
お
け
る
課
税
売
上
高
等
が
1

千
万
円
以
下
と
な
る
者
に
つ
い

て
は
、
原
則
と
し
て
、
当
該
基

準
期
間
等
に
係
る
課
税
期
間
の

消
費
税
の
申
告
納
税
義
務
は
免

除
さ
れ
る
（
消
法
9
①
・
9
の

2
①
、
改
正
法
附
則
36
③
・
④

・
39
）。

な
お
、
国
外
事
業
者
で
あ
っ

て
も
、
基
準
期
間
に
お
け
る
課

税
売
上
高
が
5
千
万
円
以
下
で

あ
り
、
か
つ
、
消
費
税
簡
易
課

税
制
度
選
択
届
出
書
を
一
定
の

期
日
ま
で
に
納
税
地
の
所
轄
税

務
署
長
に
提
出
し
て
い
る
場
合

に
は
、
簡
易
課
税
制
度
を
適
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
（
消
法
37

①
、
改
正
令
附
則
4
）。

4
�
国
内
事
業
者
が
消
費
者
向
け
電
気
通
信
利
用

役
務
の
提
供
を
受
け
た
場
合
の
仕
入
れ
税
額
控

除
等

内
外
判
定
基
準
の
見
直
し
に

よ
り
、
国
外
事
業
者
が
国
内
事

業
者
に
対
し
て
行
う
消
費
者
向

け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供

は
国
内
取
引
に
該
当
す
る
こ
と

か
ら
、
当
該
役
務
の
提
供
を
受

け
た
国
内
事
業
者
に
お
い
て

は
、
原
則
と
し
て
、
仕
入
れ
に

係
る
消
費
税
額
の
控
除
（
以
下

「
仕
入
税
額
控
除
」
と
い
う
。）

が
可
能
と
な
る
（
消
法
30
①
）。

し
か
し
、
消
費
者
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
う

無
拠
点
国
外
事
業
者
に
つ
い
て

は
、
わ
が
国
の
執
行
管
轄
が
及

ば
ず
、
税
務
執
行
を
通
じ
て
適

正
な
申
告
納
税
の
履
行
を
促
す

こ
と
に
は
、
自
ず
と
限
界
が
あ

る
。
そ
の
た
め
、
無
拠
点
国
外

事
業
者
か
ら
消
費
者
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
受
け

た
国
内
事
業
者
に
対
し
、
当
該

役
務
の
提
供
に
係
る
仕
入
税
額

控
除
を
認
め
た
場
合
に
は
、

「
納
税
な
き
仕
入
税
額
控
除
」

と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
て
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
問
題

を
制
度
的
に
防
止
す
る
観
点
か

ら
、
原
則
と
し
て
、
平
成
27
年

10
月
1
日
以
後
に
国
内
で
行
っ

た
課
税
仕
入
れ
の
う
ち
、
国
外

事
業
者
か
ら
受
け
た
消
費
者
向

け
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供

に
係
る
仕
入
税
額
控
除
（
消
法

30
〜
36
）
に
つ
い
て
は
、
当
分

の
間
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
し

て
い
る
（
改
正
法
附
則
38
①
本

文
）。

た
だ
し
、
登
録
国
外
事
業
者

か
ら
受
け
た
消
費
者
向
け
電
気

通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
つ
い

て
は
、
当
該
役
務
の
提
供
を
受

け
た
国
内
事
業
者
に
お
い
て
、

一
定
の
記
載
の
あ
る
帳
簿
及
び

請
求
書
等
の
保
存
が
あ
る
場
合

に
限
り
、
当
該
役
務
の
提
供
に

係
る
仕
入
税
額
控
除
の
適
用
を

可
能
と
し
て
い
る
（
消
法
30
⑦

・
⑧
・
⑨
、
改
正
法
附
則
38
①

但
書
き
・
②
・
③
）。
こ
れ
は
、

登
録
国
外
事
業
者
が
、
わ
が
国

の
消
費
税
の
申
告
納
税
を
適
正

に
行
う
も
の
と
し
て
国
税
庁
長

官
の
登
録
を
受
け
て
お
り
、

「
納
税
な
き
仕
入
税
額
控
除
」

と
い
っ
た
問
題
が
生
じ
る
恐
れ

が
な
い
た
め
で
あ
る
。

5
�
税
務
当
局
に
よ
る
周
知
活
動
と
国
外
事
業
者

に
関
す
る
情
報
収
集
等

平
成
27
年
10
月
1
日
以
後
、

消
費
者
向
け
電
気
通
信
利
用
役

務
の
提
供
を
行
う
国
外
事
業
者

は
、
原
則
と
し
て
、
わ
が
国
の

消
費
税
の
申
告
納
税
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

国
外
事
業
者
が
、
わ
が
国
の
消

費
税
の
申
告
納
税
を
適
切
に
行

う
た
め
に
は
、
専
門
用
語
を
含

む
言
葉
の
問
題
、
わ
が
国
の
消

費
税
に
関
す
る
正
確
な
情
報
の

入
手
に
関
す
る
問
題
、
納
税
管

理
人
の
選
任
に
関
す
る
問
題
な

ど
、
様
々
な
問
題
を
解
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
国
外

事
業
者
の
国
内
拠
点
の
有
無
や

国
際
化
の
程
度
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
問
題
の
大
き
さ
は
異
な

る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
わ
が
国
の
税
務

当
局
は
、
国
外
に
向
け
て
、
わ

が
国
の
消
費
税
の
申
告
納
税
制

度
に
関
す
る
周
知
活
動
を
継
続

的
に
行
う
だ
け
で
な
く
、
国
外

事
業
者
が
積
極
的
に
登
録
国
外

事
業
者
と
し
て
登
録
し
又
は
自

ら
の
意
思
で
、
わ
が
国
の
消
費

税
に
係
る
適
切
な
申
告
納
税
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
環

境
を
整
備
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
。
ま
た
、
わ
が
国
の
課
税
権

を
確
保
す
る
た
め
に
も
、
消
費

者
向
け
電
気
通
信
利
用
役
務
の

提
供
に
係
る
取
引
の
中
で
、
登

録
国
外
事
業
者
以
外
の
国
外
事

業
者
に
関
す
る
情
報
を
収
集
・

把
握
で
き
る
よ
う
な
制
度
又
は

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
、
租
税
条

約
や
税
務
行
政
執
行
共
助
条
約

（
平
成
25
年
10
月
1
日
発
行
）

等
に
よ
る
税
務
当
局
間
の
情
報

交
換
・
徴
収
共
助
・
送
達
共
助

を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
ろ

う
。

6
�
お
わ
り
に

今
後
、
平
成
27
年
度
税
制
改

正
を
契
機
と
し
て
、
国
外
事
業

者
と
国
内
事
業
者
と
の
間
に
お

け
る
競
争
条
件
の
歪
み
が
確
実

に
是
正
さ
れ
、
わ
が
国
の
課
税

権
が
確
実
に
確
保
さ
れ
る
こ
と

に
よ
り
、
消
費
者
向
け
電
気
通

信
利
用
役
務
の
提
供
に
係
る

「
納
税
な
き
仕
入
税
額
控
除
」

と
い
っ
た
問
題
が
、
早
期
に
解

消
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
た
い
。

内外判定

平成28年度改正

国内取引

国外取引

平成27年度改正

国外取引

国内取引

見直しに係る役務提供の内容

国外事業者が、国内の恒久的施設で受ける事
業者向け電気通信利用役務の提供のうち、国
内において行う資産の譲渡等に要するもの

国内事業者が、国外事業所等で受ける事業者
向け電気通信利用役務の提供のうち、国外に
おいて行う資産の譲渡等にのみ要するもの

中田 博［麹町］

日
本
税
務
会
計
学
会

平
成
27
年
7
月
月
次
研
究
会
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